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1 業務の流れ 

関係書類（下記）をチェック及び必要事項を記入のうえ、美祢市デジタル推進課へ送付（7ページ） 

①申請書、封筒及び画面を印刷したもの（パターン 3で紙送付の場合） 

②マイナンバーカード出張申請サポート(取りまとめ)集計表（別紙 2） 

③債権者登録票（別紙 3） 

 

パターン 1 

申請書（手書き）による申請 

 

①申請書（手書き）及び封筒

を配布（別紙） 

②記入及び写真添付がなさ

れた申請書及び封筒のチェッ

ク（2ページ～） 

パターン３ 

スマホ等による申請 

 

①「申請受付完了のお知ら

せ」画面の印刷 

（6ページ） 

パターン２ 

申請書（申請者宛に送付のあ

ったＱＲコード付き）による申

請 

 

①記入及び写真添付がなさ

れた申請書及び封筒のチェッ

ク  （4ページ～） 

美祢市デジタル推進課において送付された書類を確認 

美祢市デジタル推進課（0837-52-1311）へ連絡（必ずお願いします。） 

※担当者様と業務の簡単な打合せを行います。 

業務委託請書（別紙 1）により契約締結 ※業務委託請書をご送付ください。 

申請書等の受領及び申請者へのカードの受取方法等の説明（7ページ） 

事業者等から市へ委託料を請求（別紙 4） 

指定された口座へ委託料を入金 

美祢市に住民登録のある従業者の申請とりまとめ 
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①パターン 1【手書き申請書】 

手書き申請書の記入及び写真添付がなされた申請書及び封筒のチェック 

 〇所定の欄（手書き部分）に正しく記入されているか確認をお願いします。 

  

2 申請書等のチェック 

・最近 6か月以内に撮

影 

・正面、無帽、無背景 

・裏面に氏名、生年月日

を記入 

美祢市へ提出する日に

ちにして下さい。 

申請者が 15歳未満

の場合は代理人（保

護者等）の署名が必

要です。 
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・住所、氏名を記入 

※郵便番号もお願いします。 
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②パターン２ 【ＱＲコード付き申請書】 

申請書（申請者宛に送付のあったＱＲコード付き）による申請書及び封筒のチェック 

〇所定の欄（手書き部分）に正しく記入されているか確認をお願いします。 

 

  

・最近 6か月以内に

撮影 

・正面、無帽、無背景 

・裏面に氏名、生年月

日を記入 

美祢市へ提出する日

にちにして下さい。 

申請者が 15歳未

満の場合は代理人

（保護者等）の署名

が必要です。 
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・住所、氏名を

記入 

※郵便番号も

お願いします。 
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③パターン 3【スマホ等による申請】  

 「申請受付完了のお知らせ」メール画面をスクリーンショット等で保存し、市へメール送信又は

印刷し、提出をお願いします。 

 

 
 

●メール送信先：digital@city.mine.lg.jp 

申請者氏名とメール受信日が

分かるようにお願いします。 
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・・・ 

申請がありましたら、次のとおり、申請者にご説明をお願いします。 

 

① パターン 1、パターン 2の場合 

 ・ 市を通じて国の機関へカード作成の手続きを行うためカードの発行まで、1か月から 2か

月くらいかかること。 

 ・ 発行手続きが完了したら、美祢市から交付通知書が郵送されるので、通知書をよくお読み

になって市役所へ受け取りにいくこと。 

 

② パターン 3の場合 

・ 申請時にメールで受取等の通知がなされているので、特に説明は必要ありません。 ・ 

 

期限を決めて該当の従業者を一括で送付いただくことを原則としますが、諸事情により市への

送付を複数回に分ける場合はご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※書類の記入にあたっては、記入例を参考にお願いします。 

 

上記を美祢市デジタル推進課宛に送付してください。なお、送付に係る送料は委託料に含ま

れるものとします。 

マイナンバーカード出張申請サポート(取りまとめ)

集計表 （別紙 2） 

パターン 1～パターン 3までの書類 

（人数分の申請書・封筒等） 

 

債権者登録票（別紙 3） 

４ 申請書等の送付 

3 申請者へのカード受取の説明 
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・美祢市に住民登録がある従業者を対象としていますが、従業者の御親族等についても受付ま

す。 

・申請者から交付申請書の提出があった場合は、速やかに取りまとめ、市へ送付をお願いしま

す。 

・手書き申請書及び封筒が不足する場合は、貴団体でコピー等をお願いします。  

・写真撮影や申請に係る資料の作成（コピー）に係る経費は委託料に含まれるものとします。 

 

5 業務にあたっての注意点事項 


